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今般、第２次佐伯市総合計画を策定いたしました。本計画は、今後10年間の佐伯市のグランドデ
ザインとしての役割を担うものであり、本市を取り巻く様々な課題を乗り越え、「今こそ、市民一丸
となり、さいき創生の夢を実現させよう」という新たな航海図となるものです。
計画の策定に当たっては、市民会議等を開催し、素案作成段階から多くの市民の皆様の御意見を頂
きました。正に市民と共に創りあげた総合計画です。
基本政策として、「さいき７つの創生」を掲げ、自然・生活環境、生活基盤、保健医療福祉、教育文化、
産業振興、まちづくり、地域活性化の７つの分野において各施策を推進していくこととしております。
全ての分野において、新たな施策を盛り込んでおり、躍動感を持って実施すべく、実践的な計画と
なっています。
特に地域活性化分野においては、各地域別の振興計画を策定し、それぞれの地域特性をいかしたま
ちづくりを進めていきます。
また、計画を推進していく上で、「さいき創生」を担う人材の育成が、最重要課題であると捉え、
本市オリジナルの人材育成プログラムを構築し、「佐伯人（さいきびと）」の育成に取り組んでいくこ
ととしています。
「さいき７つの創生」を政策の柱とし、『地域が輝く「佐伯がいちばん」の人・まちづくり』を、
市民と共に進めてまいります。
結びに、本計画の策定に御協力を頂いた市民会議、地域振興審議会、総合計画審議会の委員の皆様
を始め、関係各位に対しまして厚く御礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年４月

佐伯市長　

地域が輝く
　「佐伯がいちばん」の
　　人・まちづくり
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　第２次佐伯市総合計画（基本構想：10年、前期基本計画５年）では、さいき７つの創生を基本政策とし
て掲げ、さいき創生を推進していきます。あわせて、本市が抱える様々な課題や社会情勢の変化に対応した
本市オリジナルの人材育成プログラムを構築し、「佐伯人（さいきびと）」の育成に取り組みます。
　「さいき７つの創生」を政策の柱とし、それらを推進していく「佐伯人」を育成していくことで、『地域
が輝く「佐伯がいちばん」の人・まちづくり』を進めていきます。
※�総合計画とは、市政を推進していくための計画として、最も上位に位置付けられる計画であり、本市の総
合的、計画的な行政推進の指針となります。

１ 豊かな自然環境と安全・安心な生活環境の創生［自然・生活環境］

２ 暮らしと産業を支える生活基盤の創生［生活基盤］

３ 健康で安心して暮らせる共生社会の創生［保健医療福祉］

４ 人が学び、人が活
い

き、人が育つ教育の創生［教育文化］

５ 地域資源をいかした産業と観光の創生［産業振興］

６ 人が交流し、活力あふれるまちの創生［まちづくり］

７ 地域が輝くまちの創生［地域活性化］

さいき７つの創生（基本政策）

さいき創生のまちづくり

地域が輝く
「佐伯がいちばん」の
人・まちづくりさいき

創生

佐伯人
の育成

７つの
創生

○さいき創生のイメージ



　さいき創生を進めるための「さいき７つの創生（基本政策）」の概要は以下のとおりです。主な施策の
うち、新たな取組については、「○」を記載しています。

さいき7つの創生の概要
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　豊かな自然環境とその美しい景観を次世代に引き継ぐため、人と自然が共生するまちづくりを進めます。
あわせて、清潔で安全な生活環境を構築し、市民生活の安定や快適性・利便性の向上を図ります。特に、地
震・津波・台風などの自然災害に対しては、地域防災力の高い、災害に強いまち（人）づくりを進めます。

［主な施策］

・保育間伐の推進など、森林保全の促進
・河川一斉清掃など、河川保全の促進
・海岸清掃・漂着ごみの回収など、海洋保全の促
進

・市内一斉清掃など、環境保全の促進
・希少種、在来種等の生息地域を守り、その保護
と環境保全の促進

○花を通じて、市民総参加の美しい地域環境づく
り運動の推進

○四季を通して市内外
から観賞することの
できる花の名所づ
くり

・避難地・避難路等の整備や人工高台造成・津波避難タワーの建設
・防災・行政ラジオ等の整備
・防災士の育成・スキルアップなど防災教育の充実
・各種業界等との防災協定による連携強化
○災害に強い山林・河川の整備・検討
・消防通信設備の整備・強化及び消防団員の確保

○研究者など専門家が調査・研究をするための拠
点づくり
○ユネスコエコパークミュージアム、ビジターセ
ンターの整備
○ユネスコエコパークを活用したエコツーリズム
の推進

・ごみの減量、再資源化の促進
・安全な市営住宅の設置及び維持管理
・城山歴史公園など、都市公園の整備
○景観形成の促進

豊かな自然環境の継承

日本一の花のあるまちづくり

災害に強いまち（人）づくり

ユネスコエコパークをいかした自然共生のまちづくり

快適で安定した生活環境の構築

豊かな自然環境と安全・安心な生活環境の創生
［自然・生活環境］１

岩屋の千本桜

津波避難タワー（池船地区）イメージ図
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　市民生活を支える水道、下水道、道路・情報インフラなどの整備や公共交通網の再編等を進め、安全で利
便性の高い市民生活の確保に努めます。あわせて、中心市街地の整備を進め、人が集う街の実現に取り組み
ます。

［主な施策］

・水道水の安全性保持など、水道事業の推進
・快適な生活環境の確保や河川等の水質保全等を
図る下水道事業の推進

○ケーブルテレビ施設の光ケーブル化の促進
○様々な分野においてICT利用を可能とする情報
通信環境の促進

・大手前まちづくり交流館（仮称）等の整備及び活用促進
・駅前・港地域ウォーターフロントエリアの活性化
○中心市街地活性化協議会等と連携した中長期的な中心市街地のグランドデザインの策定

○東九州自動車道の４車線化促進による域外ネッ
トワークの強化
○第２浦代トンネル、県道古江丸市尾線等の整備
による域内ネットワークの強化
・生活環境改善のための道路整備による暮らしの
ネットワークの強化

・民間路線バスとコミュニティバス等を組み合わ
せた公共交通網の整備
○自家用有償旅客運送など、過疎地域における新
たな交通手段の検討
・日豊本線高速複線化など、鉄道の利便性向上の
促進
・離島航路の維持・確保と宿毛フェリーの利用促進

安全で安定した生活インフラの整備

高度情報通信ネットワーク社会に対応したまちづくり

中心市街地の活性化

道路ネットワークの整備

利便性の高い生活交通体系の構築

暮らしと産業を支える生活基盤の創生
［生活基盤］２

大手前まちづくり交流館（仮称）イメージ図
大手前新バスルート完成セレモニー
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　地域医療体制の整備や健康づくりの取組を推進します。あわせて、「地域共生社会」の実現に向け、多様
な支援ニーズに的確に対応できる体制への転換を進めるほか、市民が世代や背景を超えてつながり、相互に
支え合う地域づくりを進めます。
　また、保育所の整備や保育士の確保を推進するなど、子育てしやすいまちづくりを目指します。

［主な施策］

○医療従事者の確保など、医師会等と連携した地域医療体制の整備促進
○佐伯准看護学院の移転支援など、人材養成の促進
・へき地における医療体制の維持
・がん検診など各種検診体制の整備や地区組織の育成強化
・自殺予防のためのこころの健康づくりの促進

《社会福祉》
○多様な支援ニーズに的確に対応できる体制への転換
○住民が世代や背景を超えてつながり、相互に支え合う地域づくりの推進

《障がい福祉》
○障がいのある人の地域移行の促進
・地域における生活の維持・継続の促進
・スポーツ・文化活動の充実及び就労定着等による社会参加と自立した生活へ向けた支援

《高齢者福祉》
・自立支援や重度化防止施策の促進による元気高齢者の増加
・在宅医療・介護の連携による高齢者サービスの充実
・認知症施策の促進による地域の見守り力の向上
○民間活力を用いた地域包括支援センターの機能強化

・保育所の施設整備や保育士の確保など、子育て世代の負担軽減の推進
○休日保育や一時預かり事業の拡充等による子育て支援の充実
・各種乳幼児健診などによる母子保健事業の充実
○婚活活動等に対する支援

地域医療と健康増進の充実

地域で支える福祉活動の推進

子どもたちが健やかに育つまちづくり

健康で安心して暮らせる共生社会の創生
［保健医療福祉］３

保育園の様子
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　学力向上、体力向上、いじめ・不登校の問題に、重点的かつ継続的に取り組みます。あわせて、学校を核
とした「ふるさと創生」の取組を推進します。
　また、生活文化の向上や青少年育成、文化芸術等についても、積極的に取り組んでいきます。

［主な施策］

人が学び、人が活
い

き、人が育つ教育の創生
［教育文化］４

・学校を核とした「ふるさと創生」の取組など、
地域と共にある学校づくりの推進

・障がいのある幼児・児童・生徒への支援活動の充実
・児童・生徒がよりわかる授業の実践・外国語教
育の充実・体力向上の推進

・スクールカウンセラー及びスクールソーシャル
ワーカーや児童相談所等と連携した、いじめ・
不登校等の早期解決の推進

○食育やフッ化物洗口によるむし歯予防の推進
・被災地での体験学習など、防災教育の推進

・「地域協育」・「地域協働」の推進
・家庭教育講座による親同士の共助の機会の増
加、親子の会話や親子での読書活動時間増大の
促進

・未就学の子どもを持つ保護者を対象とした佐伯
市オリジナルプログラムでの講座開設の促進

・豊かなこころを育むため、自然体験や表現教育
などの体験活動の提供促進

・公民館の耐震化、機能充実による使いやすい環
境の整備
・生涯学習講座を通じたサークルの育成や、人材
発掘、成果発表の場の提供
・コーディネーショントレーニングの促進、ス
ポーツ少年団の活動支援など、子どもの運動能
力向上の取組
○プロスポーツ選手等と子どもの交流を図るス
ポーツツーリズムの推進

○大手前まちづくり交流館（仮称）を核とした文
化芸術活動の促進
○国民文化祭等を契機とした文化芸術活動の促進
・文化財・伝統文化の保存・継承の取組
・歴史資料館、平和祈念館、国木田独歩館等での
事業の促進

学校教育の充実

社会教育の充実

生涯学習の充実

市民文化の創造と文化財・伝統文化の継承

表現教育事業（こどもミュージカル） 佐伯市スポーツ少
年大会
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　豊かな自然環境をいかした農林水産業の振興とその素材を活用したさいきブランドの確立に取り組みます。
商工業では、地場産業の活性化と企業誘致の推進に取り組みます。
　観光においては、これまでの観光業に農林水産業や造船業等、地域の産業を観光化することで観光産業へ
発展させます。

［主な施策］

・ファーマーズスクールや企業参入などによる担い手不足対策や
新規就農者等への支援

・水田農業における農地集積と集落営農組織の拡充
・園芸農業における共同選果場の整備、大規模産地の形成、雇用
労働力の確保

○省力化・コスト削減に向けたAI（人工知能）などICTの活用
○有機野菜栽培の普及啓発の促進
・畜産農業における経営規模の拡大と血統的に優れる繁殖雌牛の
導入

・県の研修制度などを活用した担い手の育成や林業技術向上の促進
・木材や椎茸等の生産コスト削減、林業経営の効率化
・林道、作業路等の整備促進
・木造住宅及び公共施設への市産材利用促進

・海面・内水面漁業における種苗放流、増殖場等の整備、藻場保全活動等の推進
・養殖施設の改修等による安全・安心な養殖環境の整備促進
・赤潮対策の強化及び担い手不足対策の推進
・水産加工業における施設整備や外国人技能実習生の受入れに対する支援
・公設卸売市場の環境整備による機能充実

・量販店等と連携した商品開発の支援
○水産業を中心とした海外輸出の促進
○ふるさと納税を活用した販売強化
○ホームページ、SNS等を活用した情報発信や通信販売の販路拡大への支援

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

ブランド化・流通の促進

地域資源をいかした産業と観光の創生
［産業振興］５

いちごハウス栽培

伐採作業の様子

定置網の水揚げ
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・地場企業の連携強化・海外取引の支援
・工業用地の確保及び環境整備による企業誘致の促進
・佐伯港女島地区の活用促進と物流の拠点化

・創業セミナーの開催や創業支援策の充実及び空き店舗活用の促進
・経営研修、経営セミナーを通した経営力向上の促進
・県、商工会議所、商工会と連携した中小企業者等への支援
・高齢者等の買い物弱者に対する移動販売事業への支援

・担い手への研修やセミナーなどの後継者不足対策の促進
・異業種間交流等による新たなネットワークを構築する機会の提供
・新規就労者（希望者）に対する研修、セミナーの実施による就業者確保の促進
○働き方改革による女性・高齢者・障がい者の就労機会の拡大

○地場企業の魅力を小・中・高校生、学校、保護者に知ってもらうための体験見学会等や地場企業経営
者による講演会の開催

○農業、林業、水産業にも本取組を広げることによる若者の地元就職率の増加促進

○市民が誇り、市外・県外からの誘客ができるイベント等の検討

・歴史・文化や地場産業を活用した体験型の周遊観光の推進
・佐伯産クロマグロ、観光列車、バーベキューなど新たな素材を加えた食観光の充実強化
○ユネスコエコパークや離島などの自然をいかしたエコツーリズムの推進
○総合運動公園や大手前まちづくり交流館（仮称）を活用した合宿や大会の誘致など、
スポーツ・文化ツーリズムの推進

・他市町村と連携した広域観光の推進
○台湾、香港、韓国からのインバウンドの推進及びクルーズ船の誘致
・おもてなし人材の育成やSNSによる情報発信、Wi-Fi環境の整備など、受入環境の充実

工業の振興

商業・サービス業の振興

人材育成・確保の推進

産業教育の促進

佐伯にしかない市民が誇れるイベントの創出

観光産業の振興

造船技術センター（溶
接技術の習得）

キャニオニング



10

　人権、男女共同参画、市民協働、「食」のまちづくり、移住・定住、国際交流、行政サービス等、様々な
施策によるまちづくりを推進していきます。

［主な施策］

・人権教育、人権啓発活動の推進及び人権学習講
座や指導者養成講座の充実

・人権協働ネットワーク協議会等の充実・育成
○男女共同参画社会を実現するためのワーク・ラ
イフ・バランスの推進

・職業生活における女性の活躍を支える環境づく
りの促進

○移住相談窓口の設置や移住者への居住支援など
による移住促進の強化

○雇用や企業・事業所情報の提供、子育て支援等
の強化などによる定住促進の強化

○地域おこし協力隊の活用と定住促進

・「食」をまちづくりの核と位置付けた「食」のまちづくりの推進
・研修会、連携交流会の開催などによる食育の推進及び連携促進
○大手前まちづくり交流館（仮称）を活動拠点とした食育活動の展開
○オーガニック（有機農業等）や魚食の普及促進など、食育関連産業の活動支援
・東九州伊勢えび海道など、食観光の充実
○東九州バスク化構想の推進など、自治体の垣根を越えた交流・連携事業の充実
○オリンピック等グローバルな事業に併せた事業の実践

・自治、防犯等のコミュニティ活動への支援及び交通安全の啓発活動の推進
○コンビニ交付や窓口延長による市の窓口業務の利便性の向上
・広報媒体の特性をいかした行政情報の提供

・NPO法人やボランティア団体などのまちづく
り団体等への活動支援
○まちづくり団体等の活動拠点としての大手前ま
ちづくり交流館（仮称）の充実
・啓発活動や人材育成の推進

・姉妹都市等との文化芸術交流などの異文化交流
の促進
・国際理解教育等の充実
○地場産業の輸出促進等の経済交流の促進
○インバウンド観光の推進

人権尊重・男女共同参画の推進

移住・定住の推進

「食」のまちづくり

市民サービスの充実

市民協働のまちづくり

国際交流の推進

人が交流し、活力あふれるまちの創生
［まちづくり］６

生ごみリサイクル菌ちゃん野菜教室
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　本市は、平成17年３月３日に１市５町３村が合併し、誕生しました。合併後、行財政改革による行政組
織の効率化や財政の縮減等により、各地域における自助・共助・公助の在り方も変化してきました。加えて、
人口減少が進む中、各地域では地域の歴史や文化・伝統などの保存・継承も難しい状況となっています。
　各地域の自然や歴史・文化・伝統などを次世代に継承し、それぞれの特性をいかしたまちづくりを推進し
ます。
※この基本政策は、新たな政策であるため、個別の施策に「○」は、記載していません。

［主な施策］

・中心市街地の活性化など、新たなまちの姿を描く「街」（佐伯・鶴岡・佐伯東・
渡町台地区）エリアの形成
・地域資源をいかし次世代につなげる「里」（上堅田・下堅田・木立・青山地区）
「浦」（大入島・八幡・西上浦地区）エリアの形成

・東九州自動車道開通をいかした地域づくり
・人が集い、安心して楽しく暮らせるためのコミュニティづくり
【重点プロジェクト】　げんき、ひろがる！佐伯プロジェクト

・豊後二見ヶ浦などの恵まれた自然環境資源を有効活用した観光振興
・花の咲く地域づくりとマグロを活用した地域振興
・道路・公園などの環境美化の促進
【重点プロジェクト】　・花の咲く上浦づくり　・生本マグロの活用

・「道の駅やよい」を中心とした地域産業の活性化と周辺観光整備
・住んでみたい・住み続けたいと思う美しいまちづくり
・安全・安心に暮らすための災害に強いまちづくり
【重点プロジェクト】　弥生にぎわいプロジェクト

・人と自然が共生した環境の整備
・地域の特性をいかした特色ある地域産業の推進
・道路、交通体制、情報システムなどのインフラ整備
【重点プロジェクト】　自然と遊ぶ本匠プロジェクト

人が集い、元気が生まれ広がる、新たなまちへ　～佐伯地域～

マグロ養殖と花の咲くまち　かみうら　～上浦地域～

人もまちも美しい快適居住空間のまち、弥生　～弥生地域～

よし　最高の水あそびを　用意しよう！　～本匠地域～

地域が輝くまちの創生
［地域活性化］７

龍王山からの佐伯地域

豊後二見ヶ浦

風流・杖踊

宮ノ越遊水公園河川
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・自然と文化の継承による魅力ある地域づくり
・地域の自然をいかした農林産物の販売促進
・ユネスコエコパークをいかしたまちづくり
【重点プロジェクト�】　・次世代教育の実施　・観光地の整備�

　 ・ユネスコエコパークの拠点づくり

・地域で安心して暮らすための条件整備
・防災対策の充実と施設整備　　・農業後継者の育成及び農地保全
・直川産品の生産・販売拡大・利用推進
・地域資源を活用した観光産業の推進
【重点プロジェクト�】　・なおかわ安心プロジェクト�

　 ・なおかわ活力プロジェクト

・便利で質の高い生活環境を整備　　・海を生
なり

業
わい

にできるまちづくり
・鶴見半島の観光再開発
【重点プロジェクト�】　・地域の拠点づくりプロジェクト�

　 ・漁業のまちの未来創生プロジェクト�
　 ・鶴見半島来て見て体験プロジェクト

・安心して暮らせる定住の場を確保
・移住者やシニア世代など、労働力の確保
・第２浦代トンネルの整備要望活動の推進　・米水津からの情報発信
【重点プロジェクト】　米水津人口増加プロジェクト

・地域資源をいかした観光メニューの開発
・蒲江ブランドの情報発信と定着　・交通インフラの整備促進
・閉校後の学校施設を活用した交流拠点づくり及び空き店舗活用
・災害に強いまちづくりの促進
【重点プロジェクト】　人を呼び込む蒲江周遊観光プロジェクト

ユネスコエコパークを活用した持続可能な地域づくり  ～宇目地域～

人と地域がささえあい  安心と活力に満ちた里  直川  ～直川地域～

海に寄り添い海と生きる、安心快適な鶴見地域　～鶴見地域～

人口増へ！米水津からの情報発信　～米水津地域～

海の恵みを活かすまち蒲江　～蒲江地域～

傾山山頂の眺め

かぶとむし木登り競争大会

鶴見鶴御崎

空の公園　芝桜

波当津海岸
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　目標指標は、各施策の意図を具体的に表すものであり、各施策の進捗状況を測る指標として活用します。
基本計画では、合計114項目の目標指標を掲げていますが、ここではその中の主なものを掲載しています。

１ 豊かな自然環境と安全・安心な生活環境の創生［自然・生活環境］

目標内容
基準値

平成28年度
目標値

平成34年度
河川愛護デー参加者数 14,300人／年 14,800人／年

地域美化運動の参加者数 8,359人／年 8,580人／年

ごみの減量化（１人１日当たり排出量） 944g 898g

市営住宅管理戸数 1,709戸 1,660戸

都市計画街区公園の整備率 80.2％ 89.5％

防災・行政ラジオの配布率 54.2％ 80％（５年間）

消防団員数
女性消防団員（内数）

1,710人（総数）
（17人）（H29）

1,880人（総数）
（35人）

２ 暮らしと産業を支える生活基盤の創生［生活基盤］

目標内容
基準値

平成28年度
目標値

平成34年度

老朽化した鋳
ちゅう

鉄
てつ

管（CIP）の更新率 ０％ 100％

汚水処理人口普及率 73.2％（47.2％） 81.0％（52.3％）

市道の整備延長（総延長） 620,569m 625,500m

都市計画道路の整備率 65.9％ 66.8％

ケーブルテレビ施設の光化整備率 ０％ 45％

コミュニティバスの１便当たりの利用率 2.1人（H29） 3.0人

歩行者通行量（中心市街地） 2,593人／日 3,018人／日

３ 健康で安心して暮らせる共生社会の創生［保健医療福祉］　

目標内容
基準値

平成28年度
目標値

平成34年度

健康寿命の延伸
男　78.52歳
女　84.45歳

男　80歳以上
女　86歳以上

特定健康診査受診率 42.3％ 55％以上

自殺死亡率（標準化死亡比）
男　126.9
女　103.0

男　100以下
女　100以下

就労継続支援（Ｂ型）の利用人数 258人／月（H29） 280人／月

さいきの茶の間設置数（総数） 44か所（H29） 62か所

保育所（こども園）の待機児童数（総数） 38人（H29） ０人

目標指標の設定



14

４ 人が学び、人が活
い

き、人が育つ教育の創生［教育文化］

目標内容
基準値

平成29年度
目標値

平成34年度

全国学力・学習状況調査の正答率における全
国値との比較（小６・中３）

小　－2.8
中　＋0.7

小　＋5.0
中　＋2.5

公民館の耐震化率（改修） 38％ 65％

家庭教育講座の実施回数 12回／年 24回／年

佐伯市歴史資料館サポーターの認定者数
（総数）

15人 40人

５ 地域資源をいかした産業と観光の創生［産業振興］

目標内容
基準値

平成28年度
目標値

平成34年度

集落営農組織の法人数（総数） ８法人 16法人

新規就農者数 ８人（８組）／年 12人（６組）／年

木材生産量 300,000㎥／年 340,000㎥／年

水産業生産額 240億円／年（H27） 260億円／年

さいき殿伝金賞の認証品数（総数）及び目標
年度における販売額増加率（28年度販売額と
の対比）

85品
100品
125％

企業立地数 ９社（H28実績値） 30社（５年間）

創業件数（総数） 28件（H28実績値） 200件（５年間）

観光施設等入り込み客数 1,078千人／年 1,294千人／年

６ 　人が交流し、活力あふれるまちの創生［まちづくり］

目標内容
基準値

平成28年度
目標値

平成34年度

市民一人ひとりの人権意識の割合
（５年間毎の市民意識調査による）

35.9％（H27） 40％

各種委員会、審議会等における
女性委員登用率

29.9％（H29） 40％

まちづくりや市民協働活動に対する助言件数 600件／年（H29） 1,500件／年

オーガニック（有機農業等）に取り組む個人・
団体数

10（H29） 30

施策による移住者数 95人／年 200人／年

海外短期留学生の人数 ０人（H29） 25人（累計）

消費者相談の受付件数 284件／年 400件／年
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７ 地域が輝くまちの創生［地域活性化］

目標内容
基準値

平成28年度
目標値

平成34年度

地域活性化のための市民活動への支援件数
（累計）※佐伯地域

20件（H29） 120件

河津桜の本数（総数）※上浦地域 111本（H29） 600本

ジャカランダの本数（総数）※上浦地域 ０本 50本

「道の駅やよい」の来場者数※弥生地域 364,694人 414,694人

観光等客数の増加　※本匠地域 25,000人 40,000人

観光の要となる道の駅宇目の集客数の増加
※宇目地域

106,000人 160,000人

観光施設入場者数※直川地域 71,052人 85,300人

新規就漁者数※鶴見地域 １人 10人

観光施設等客数※鶴見地域 54,352人 81,000人

米水津管内移住世帯数（市外からの移住）
※米水津地域

５世帯／年 30世帯（累計）

蒲江独自の新たな観光推進による観光入込客
数※蒲江地域

582,385人 650,000人




